
　令和６年１２月　６日

石川県監査委員 不　破　大　仁

同 一　川　政　之

同 村　上　　　勝

同 作　田　有　子

（別　紙）

　　石　川　県　監　査　委　員　様

    石川県知事　　馳　　      浩

機関名

記

監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、石川県知事等から、監査結
果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

道 整 第 1818-1 号

令和６年10月24日

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、システ
ム構築に係る仕様を十分に固
めず発注し仕様変更を行うと
ともに、さらなる仕様変更を
別発注とするなど、著しく適
正を欠くものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

道路整備課 　指摘のありました事項につきましては、今後、
このようなことがないよう、仕様を十分に固め発
注を行うとともに、職員相互の厳重なチェックを
徹底し、適正な事務の執行に努めてまいります。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　道路上に倒れていた街路樹
により、通行車両が破損する
事故が発生していた。
　道路パトロールの徹底等に
より、防止に努めること。

道路整備課 　道路の維持管理につきましては、道路パトロー
ルを徹底し、異状の早期発見に努めるとともに、
迅速かつ適確に補修を行うことにより事故を未然
に防ぎ、道路の安全な通行確保を図ってまいりた
い。

道 整 第 1818-2 号

令和６年10月24日

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

石公委第１０７号

令和６年10月25日

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　報酬及び旅費の支出事務に
おいて、支給漏れがあり後日
追給しているものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

石川県警察本
部

　報酬等の額及び支給方法について、複数人によ
る相互チェックを徹底し、再発防止に努めます。

石 川 県 公 安 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

石公委第１０８号

令和６年10月25日

石 川 県 公 安 委 員 会

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
十分注意すること。

石川県警察本
部

　職員の交通事故防止対策として、全職員に対し
て、安全確認の履行など、安全運転・防衛運転の
励行による、交通事故防止を徹底するよう指示し
ました。
　また、当該職員に対し、石川県安全運転研修所
において、研修を受講させ、運転技術の再確認や
安全運転に対する意識付けを行ったほか、安全運
転管理者が所属職員に対する講習を行い、運転時
の心構えや後退時の安全確認等について指導しま
した。
　交通事故抑止を推進する機関であることを踏ま
え、今後とも、職員には研修や訓練を継続的に実
施し、交通事故防止に努めます。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

石公委第１０９号

令和６年10月25日

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　交通規制実施中にカラー
コーンが強風で転がり、走行
中の相手車両に衝突し、損害
を与える事故が発生してい
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　街頭活動に従事する際には、装備資器材の現場
状況に応じた適切かつ有効な活用を指示しまし
た。
　今後とも、装備資器材の習熟、活用の練度を高
め、再発防止に努めます。

石 川 県 公 安 委 員 会



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

石公委第１１０号

令和６年10月25日

石 川 県 公 安 委 員 会

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　通勤手当を過大に支給し、
返納させていたものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川県警察本
部

　各種手当の認定に当たっては、根拠となる条
例・規則等の確認を徹底するとともに、チェック
体制を強化し、再発防止に努めます。

石公委第１１１号

令和６年10月25日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

石川県警察本
部

　職員の交通事故防止対策として、全職員に対し
て、安全確認の履行など、安全運転・防衛運転の
励行による、交通事故防止を徹底するよう指示し
ました。
　また、当該職員に対し、運転技術の再確認や安
全運転に対する意識付けを行いました。
　交通事故抑止を推進する機関であることを踏ま
え、今後とも、職員には研修や訓練を継続的に実
施し、交通事故防止に努めます。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

石川県知事 馳 浩

水 総 第 ７ ２ 号

令和６年10月28日

監査結果に基づいて講じた措置

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、工作物
を取得した際の管財課長への
報告が遅れているものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

水産総合セン
ター

　指摘された事項につきましては、あってはなら
ないことであり、今後このようなことが起こらな
いよう、財産を取得した際は速やかに管財課長へ
報告することを徹底し、適正な財産事務の執行に
万全を期するよう指導しました。

歴 博 第 ２ ４ ０ 号

令和６年10月16日

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項

　財産事務において、商標権
を取得した際の管財課長への
報告が遅れているものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

歴史博物館 　商標権が公有財産にあたることについて再認識
するとともに、異動報告の手続き漏れや遅滞の再
発防止を徹底した。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

歴史博物館 　全職員に対し、交通法規を遵守し、交通安全に
努めるよう周知徹底を図るとともに、疲労を感じ
た場合には無理をせず休憩を取るなど健康管理に
十分留意するよう徹底した。

記

歴 博 第 ２ ４ １ 号

令和６年10月16日

　令和６年９月２７日付け石監査第３１１－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。


